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1 相当因果関係論から
予見可能性ルールへ

1　基本方針の内容

予見可

能性ルール

2　問題点

相当因果関係論

客観的に相当な範囲に賠償範囲を画することが

可能

予見可能ルール

メーカーに生じた全損害が賠償の範

囲に含まれることになるのではないかという疑問

結果、相当因

果関係論による場合と予見可能ルールによる場合とで

異なる結論が導かれる可能性があります

2 予見の主体・時期について

1　基本方針の内容

特別連載

民法（債権法）改正
の個別論点とその問題点Vol.5

Ⅰ 損害賠償の範囲について
民法改正問題特別委員会 委員　松 尾 吉 洋
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2　問題点

基本方針によると、違約金額がそのまま賠償の範囲

になると考えられます。

3 不当条項規制について

4 物の価格の算定基準時の
問題処理について

1　損害額の算定基準に関する原則規定

ア　問題意識

損害額の算定基準に関する原則規定を設けることが

望ましいという考え方

イ　基本方針の内容



24　月刊 大阪弁護士会 ̶ OBA Monthly Journal 2010.2

実体的多元説の考え方を基礎とし

たもの

ウ　問題点

現在の実務では損害

の金額算定を民法416条の問題とすることで認め

られている裁判官の基準時選択の裁量が制限される

おそれ

「損

害軽減義務」なる概念により、あらゆる事象に適切

に対処できるか疑問

賠償範囲のルールに関して

細かな準則・基準を民法典に設けることは、全体の

見通しを悪くしたり、規律欠陥のおそれがあること

が懸念

2　不履行後の価格騰貴の問題

ア　判例

代替取引

（填補購入、填補売却など）をしていない場合

判例法理

代替取引がされた場合

イ　基本方針

基本方針では、前記実体的多元説の

立場を踏まえつつ、上記判例法理を基礎に据え

て、以下の考え方が採用されています
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ウ　問題点

中間最高

価格のケースについて、上記ⅰの準則により従前の

判例と同じ結論を導き出すことができるのかは疑問

1 はじめに

2 錯誤

1　錯誤の分類

表示錯誤

動機の錯誤

2　表示錯誤の要件

そ

の錯誤がなければ表意者がその意思表示をしなかった

と考えられ そのように考

えるのが合理的であるとき

Ⅱ 錯誤・詐欺・不実表示
民法改正問題特別委員会 副委員長　林 　 邦 彦
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3　動機の錯誤の要件

実質的には、動機が表示されたか否かよりも、法律行

為の内容となったかどうかが要件である

そのリスクの相手方への転嫁が正当化されるかど

うかが一つの判断基準となる

4　錯誤の効果

取消しにして有効無効の選択権を表意者に与える

取消しの期間制限
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取消しを善意無過失の第三者に対抗

できない

5　詐欺

沈黙による詐欺の規定の新設

6　不実表示

不実表

示の制度の新設

錯誤・詐欺との違い

適用範囲の関係が問題

7　その他の救済手段

情報提供

義務・説明義務を条文にリステイトして、それに基づ

く損害賠償請求を認める提案
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【債務引受】

1 基本方針における規律の概要

2 債務引受の成立

1

併存的債務引受

免責的債務引受

債

務引受＝債務の移転

2

［注1］　ユニドロア国際商事契約原則9.2.5（2）参照

Ⅲ 債務引受・契約上の地位の譲渡
民法改正問題特別委員会 委員　阿 部 宗 成



月刊 大阪弁護士会 ̶ OBA Monthly Journal 2010.2　29

特別連載
OBA MJ 民法（債権法）改正

の個別論点とその問題点 Vol.5

3 債務引受の効果

1　引受人と債務者との関係

連帯債務関係

2　債務者が有する抗弁事由等

3　免責的債務引受に伴う担保の移転

4　保証の規律の準用

4「更改」概念の整理との関係

5 弁護士会意見

1

2

［注2］　【3.1.3.34】
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当事者の予測可能性を確保すべくメルクマールの

明文化を検討されたい

【契約上の地位の移転】

1 基本方針における規律の概要

当事者の合意による契約上の地位の移

転についての独立の規律

併存的債務引受 免責的債務引受

前提となる理解 基本形 併存的債務引受に債務免除の合意が付加されたもの

成立

① 　債務者と引受人との間の合意 
（債権者による受益の意思表示は不要 ）

or
②　債権者と引受人との間の合意

or
③　三者間の合意（明文設けず）

（左記いずれかの合意に加え）
①　債務者が免除されることについての引受人の承諾

and
②　債権者と債務者との間の免除の合意

効果

① 　引受人は債務者との連帯債務を負う（絶対的効
力事由は現行法に比し制限される）
② 　合意によって引受人の負う債務が保証目的とさ
れた場合には保証の規律が準用される

①　債務者の債務が免除される
②　引受人は債務者に対して求償できない
※ 　このように、基本方針で規律が設けられてい
るのは、引受人からの求償を認めない類型の免
責的債務引受のみであることに注意 。

③　担保の移転

効果の発生時期 合意時

① 　債務者・引受人間の引受合意及び引受人の承諾 
→免除の合意 
：免除の合意時
② 　債権者・引受人間の引受合意及び引受人の承諾 
→免除の合意 
：免除の合意時
③ 　免除の合意 
→ 債務者から債権者に対する引受合意及び承諾の
事実の通知

　：通知時

［注3］ 　現行法では、同類型を第三者のためにする契約の一種であると捉
え、受益の意思表示を必要とする見解が多数であるが、基本方針は、債
権取得型の第三者のためにする契約につき、受益者の受益の意思表示
は不要であるとしていることから、第三者のためにする契約であると捉
えるか否かにかかわらず、債権者による受益の意思表示は不要となる。

［注4］ 　引受人からの求償を認める類型については規律が存在しないものの、
基本方針により、求償を認める免責的債務引受の類型が否定されている
ものではない（規律による以外の類型を一切認めないという趣旨ではな
いようである（実務的にも求償を認める例が多いものと思われる）。
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2 成立

1

2

3 担保の移転

1 注文者の瑕疵通知義務

1　基本方針の概要

仕事の目的物の受領時及び受領後に瑕

疵が明らかになった場合における注文者の瑕疵通知義

務

Ⅳ 請負（2）
民法改正問題特別委員会 委員　松 井 良 太
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2　問題点

当事者の協力

義務だけを重視して瑕疵通知義務を課していいの

か

合理的な期間

2 瑕疵担保期間

1　基本方針の概要

瑕疵担保期間の規定

2　問題点
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注文者の権利救済

が不当に狭まってしまうのではないか

債権時効との整合性も図る必要性

がある

3 下請負人の注文者に対する
直接請求権

1　基本方針の概要

下請負人の注文者に対する直接請求権

の規定

下請

負人の保護が手厚く図られた規定

2　問題点

下請負人の直

接請求権を債権法の請負における一般原則として定

めることは適切ではない
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1 基本方針の概要

2 債権時効期間満了の効果について

1　甲案（遡及的権利消滅構成）

債権時効期間の満了によって、債務者に債

権時効援用権が発生し、その債権時効援用権の行使により

債権が起算日に遡って消滅する

2　乙案（履行拒絶権構成）

3　乙案に対する意見

あえて新たな

構成を取る積極的な意義が見出せない

Ⅴ 債権時効（4）債権時効期間満了の効果について
民法改正問題特別委員会 副委員長　山 形 康 郎



月刊 大阪弁護士会 ̶ OBA Monthly Journal 2010.2　35

特別連載
OBA MJ 民法（債権法）改正

の個別論点とその問題点 Vol.5

3 債権時効期間満了の債務者以外のもの
に対する効果

1　甲案（現行法における一般的理解に従う見解）

現行法に基づいた現在の判例・

通説を維持しようとする提案

2　乙案（新たに提案された見解）

3　乙案に対する意見

わざわざ複雑化しな

ければならない必要性がない中で、乙案の方向で改正を行

うべきではないと反対の意見


